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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異常検知対象面に対して斜め方向から前記異常検知対象面に複数本の照明ビーム光を入
射して合焦させることにより複数個の楕円状の照明スポットを前記異常検知対象面上に形
成するステップであって、前記照明スポットが細長く延びている方向に対して直交する方
向に直線状に並んだ前記複数個の楕円状の照明スポットを前記異常検知対象面上に形成す
るステップと、
　各照明スポットが辿る経路が互いに重ならないように、前記照明スポットが細長く延び
ている方向に対して角度差を有するリニアスキャン軸に沿って、前記異常検知対象面をリ
ニアスキャンするステップと、
　各照明スポットからの散乱反射光を受光器のアレイ上に結像させるステップと、
　結像により得られた散乱反射光情報を処理装置に供給するステップと、
　を有する表面異常検知方法。
【請求項２】
　請求項１記載の表面異常検知方法であって、形成される前記照明スポットが、前記照明
ビーム光の入射面に対し９０°で交差する直線に沿って並ぶよう、前記照明ビーム光を合
焦させる表面異常検知方法。
【請求項３】
　請求項１記載の表面異常検知方法であって、前記照明ビーム光の合焦箇所を結んだ直線
に直交する様々な方向のうちある一通り又は複数通りの方向に沿って、散乱反射光を前記
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受光器のアレイ上に結像させる表面異常検知方法。
【請求項４】
　請求項１記載の表面異常検知方法であって、前記受光器のアレイより手前に中間的なフ
ーリエ結像面が形成されるよう、散乱反射光を前記受光器のアレイ上に結像させる表面異
常検知方法。
【請求項５】
　請求項１記載の表面異常検知方法であって、各照明スポットからの散乱反射光を反射型
光学系によって前記受光器のアレイ上に結像させる表面異常検知方法。
【請求項６】
　請求項１記載の表面異常検知方法であって、更に、紫外域、深紫外域、可視域及び赤外
域のうち何れかの波長域に属する波長を選ぶステップと、その波長の成分を含むビーム光
を回折素子に通して前記複数本の照明ビーム光を生成するステップと、を有する表面異常
検知方法。
【請求項７】
　請求項６記載の表面異常検知方法であって、更に、前記異常検知対象面に合焦させる前
記照明ビーム光の成分波長を変化させるステップと、隣り合う照明スポット同士の間隔が
この成分波長変更の前後で変化しないよう回折素子を別の回折素子に交換するステップと
、を有する表面異常検知方法。
【請求項８】
　請求項１記載の表面異常検知方法であって、更に、前記照明ビーム光の合焦により形成
される各照明スポットが他の照明スポットが辿る経路と部分的に重なり合う経路を辿るこ
ととなるよう、前記異常検知対象面と前記照明ビーム光とを相対回転させるステップを有
する表面異常検知方法。
【請求項９】
　請求項８記載の表面異常検知方法であって、前記異常検知対象面を回転させる一方前記
照明ビーム光を固定位置に保つことによって前記異常検知対象面と前記照明ビーム光とを
相対回転させる表面異常検知方法。
【請求項１０】
　請求項１記載の表面異常検知方法であって、前記照明ビーム光の合焦先たる前記異常検
知対象面が半導体ウェハのパターニング済面である表面異常検知方法。
【請求項１１】
　請求項１記載の表面異常検知方法であって、前記異常検知対象面が半導体ウェハの未パ
ターニング面であり、形成される前記照明スポットの長径が約５μｍ以上になるようその
面に対して斜めの方向から前記照明ビーム光を入射して合焦させる表面異常検知方法。
【請求項１２】
　請求項１記載の表面異常検知方法であって、前記照明ビーム光として偏光を使用し、各
照明スポットからの散乱反射光を偏光器に通した上で前記受光器のアレイ上に結像させる
表面異常検知方法。
【請求項１３】
　異常検知対象面に対して斜め方向から前記異常検知対象面に複数本の照明ビーム光を入
射して合焦させることにより複数個の楕円状の照明スポットを前記異常検知対象面上に形
成する照明用光学系であって、前記照明スポットが細長く延びている方向に対して直交す
る方向に直線状に並んだ前記複数個の楕円状の照明スポットを前記異常検知対象面上に形
成する照明用光学系と、
　各照明スポットからの散乱反射光を受光器のアレイ上に結像させる結像用光学系と、
　前記受光器のアレイから散乱反射光情報を受け取って処理する処理装置と、
　各照明スポットが辿る経路が互いに重ならないように、前記照明スポットが細長く延び
ている方向に対して角度差を有するリニアスキャン軸に沿って、前記異常検知対象面を前
記照明用光学系によりリニアスキャンを行わせる手段と、
　を備える表面異常検知装置。
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【請求項１４】
　請求項１３記載の表面異常検知装置であって、前記結像用光学系が、湾曲した反射面を
有する表面異常検知装置。
【請求項１５】
　請求項１３記載の表面異常検知装置であって、更に、紫外域、深紫外域、可視域及び赤
外域のうち何れかの波長域に属する波長の成分を含むビーム光を供給する手段と、そのビ
ーム光を回折させて前記複数本の照明ビーム光を生成する回折素子と、を備える表面異常
検知装置。
【請求項１６】
　請求項１５記載の表面異常検知装置であって、前記回折素子にビーム光を供給する手段
が、出射するビーム光の波長を複数通りに切り替えうる光源を有し、前記回折素子として
、当該複数通りの波長のうち対応する何れかを回折させうるように複数個の回折素子を設
け、前記光源による出射波長が切り替わったときに、隣り合う照明スポット同士の間隔に
おける変化をそれらの回折素子を利用して抑える表面異常検知装置。
【請求項１７】
　請求項１３記載の表面異常検知装置であって、前記照明用光学系が第１対物系を、前記
結像用光学系が第２対物系をそれぞれ備え、前記第２対物系の数値開口が前記第１対物系
の数値開口より低い表面異常検知装置。
【請求項１８】
　請求項１７記載の表面異常検知装置であって、前記結像用光学系が、アレイ内の各照明
スポットからの散乱反射光を、前記第１対物系を介さずに前記受光器のアレイ上に結像さ
せる表面異常検知装置。
【請求項１９】
　請求項１３記載の表面異常検知装置であって、前記照明用光学系により形成され一次元
又は二次元のアレイをかたちづくる各照明スポットが、他の照明スポットが辿る経路と部
分的に重なり合う経路を辿ることとなるよう、前記異常検知対象面と前記照明ビーム光と
を相対回転させる装置を備える表面異常検知装置。
【請求項２０】
　請求項１９記載の表面異常検知装置であって、前記異常検知対象面を回転させる一方前
記照明ビーム光を固定位置に保つことによって前記異常検知対象面と前記照明ビーム光と
を相対回転させる表面異常検知装置。
【請求項２１】
　請求項１９記載の表面異常検知装置であって、前記結像用光学系が、その軸の周りでほ
ぼ回転対称な表面異常検知装置。
【請求項２２】
　異常検知対象面に対して斜め方向から前記異常検知対象面に複数本の照明ビーム光を入
射して合焦させることにより複数個の楕円状の照明スポットを前記異常検知対象面上に形
成するステップであって、前記照明スポットが細長く延びている方向に対して直交する方
向に直線状に並んだ前記複数個の楕円状の照明スポットを前記異常検知対象面上に形成す
るステップと、
　各照明スポットが他の照明スポットが辿る経路と部分的に重なり合う経路を辿ることと
なるように、前記照明スポットが細長く延びている方向に対して角度差を有するリニアス
キャン軸を基準にして、前記異常検知対象面をスパイラルスキャンするステップと、
　各照明スポットからの散乱反射光を受光器のアレイ上に結像させるステップと、
　結像により得られた散乱反射光情報を処理装置に供給するステップと、
　を有する表面異常検知方法。
【請求項２３】
　請求項２２記載の表面異常検知方法であって、形成される前記照明スポットが、照明ビ
ーム光の入射面に対し９０°で交差する直線に沿って並ぶよう、前記照明ビーム光を合焦
させる表面異常検知方法。
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【請求項２４】
　請求項２２記載の表面異常検知方法であって、前記照明ビーム光の合焦箇所を結んだ直
線に直交する様々な方向のうちある一通り又は複数通りの方向に沿って、散乱反射光を前
記受光器のアレイ上に結像させる表面異常検知方法。
【請求項２５】
　請求項２４記載の表面異常検知方法であって、前記受光器のアレイより手前に中間的な
フーリエ結像面が形成されるよう、散乱反射光を前記受光器のアレイ上に結像させる表面
異常検知方法。
【請求項２６】
　請求項２２記載の表面異常検知方法であって、各照明スポットからの散乱反射光を反射
型光学系によって前記受光器のアレイ上に結像させる表面異常検知方法。
【請求項２７】
　請求項２２記載の表面異常検知方法であって、更に、紫外域、深紫外域、可視域及び赤
外域のうち何れかの波長域に属する波長を選ぶステップと、その波長の成分を含むビーム
光を回折素子に通して前記複数本の照明ビーム光を生成するステップと、を有する表面異
常検知方法。
【請求項２８】
　請求項２７記載の表面異常検知方法であって、更に、前記異常検知対象面に合焦させる
前記照明ビーム光の成分波長を変化させるステップと、隣り合う照明スポット同士の間隔
がこの成分波長変更の前後で変化しないよう回折素子を別の回折素子に交換するステップ
と、を有する表面異常検知方法。
【請求項２９】
　請求項２２記載の表面異常検知方法であって、前記異常検知対象面を回転させる一方前
記照明ビーム光を固定位置に保つことによって前記異常検知対象面と前記照明ビーム光と
を相対回転させる表面異常検知方法。
【請求項３０】
　請求項２２記載の表面異常検知方法であって、前記照明ビーム光の合焦先たる前記異常
検知対象面が半導体ウェハのパターニング済面である表面異常検知方法。
【請求項３１】
　請求項２２記載の表面異常検知方法であって、前記異常検知対象面が半導体ウェハの未
パターニング面であり、形成される前記照明スポットの長径が約５μｍ以上になるようそ
の面に対して斜めの方向から前記照明ビーム光を入射して合焦させる表面異常検知方法。
【請求項３２】
　請求項４記載の表面異常検知方法であって、前記フーリエ結像面又はその近傍で散乱反
射光をフーリエフィルタリングする表面異常検知方法。
【請求項３３】
　請求項１３記載の表面異常検知装置であって、前記結像用光学系内で前記受光器のアレ
イより手前にフーリエ結像面を形成する表面異常検知装置。
【請求項３４】
　請求項３３記載の表面異常検知装置であって、前記フーリエ結像面又はその近傍で散乱
反射光をフーリエフィルタリングする表面異常検知装置。
【請求項３５】
　請求項２５記載の表面異常検知方法であって、前記フーリエ結像面又はその近傍で散乱
反射光をフーリエフィルタリングする表面異常検知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大まかには表面検査技術に関し、特に検査対象面上の複数個の照明スポット
を同時に照明し異常検知能力を高める技術に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　表面の光学検査には、従来からスキャン技術を使用した方法及び装置が使用されている
。これは、検査対象面（異常検知対象面）をスポット状に照明し、その照明スポットによ
りその面全体をスキャンすることでその面上の異常を検知する、というものである。背景
散乱反射光による信号対雑音比の劣化を抑えるため従来から照明スポットの小サイズ化が
進められてきたが、照明スポットを小さくすると検査対象面全体をスキャンするのに長時
間がかかってしまう。スキャン所要時間が長くなるのは一般に望ましくない。
【０００３】
　こうした信号対雑音比とスポットサイズの相反的関係に対処するには、例えば特許文献
１に記載されている大規模並列撮像検査システムを使用すればよい。これは、検査対象面
上に複数個の照明スポットを形成し、各照明スポットからの鏡面反射光や散乱反射光を検
知器アレイ内の対応する検知器上に結像させるシステムである。この種のシステムを用い
た検査工程の総合スループットは照明スポットの個数が１個のシステムを用いた場合に比
べて高く、またこのシステムは用途に応じアレンジすることでその用途により適したシス
テムにすることができる。こうしたことから、同時多スポット撮像検査システムを改良し
、より優れた特性を実現することが望ましい。
【０００４】
　同時多スポット撮像検査システムの特性乃至機能を向上させるには、例えば、照明ビー
ム光のアレイ（照明ビームアレイ）を第１の対物系によって検査対象面上に合焦させ、そ
れによって検査対象面上に形成される照明スポットのアレイ（照明スポットアレイ）から
の散乱反射光を第２の対物系によって集光する構成を採ればよい。後者としては前者より
ＮＡ（数値開口／開口率）が高い反射型又は屈折型の対物系を用いる。第２の対物系によ
り集光された散乱反射光は、その反射元の照明スポットに対応するチャネルの光ファイバ
上に合焦させる。各光ファイバは、離れた場所にある検知器アレイ内の対応する検知器へ
と、その光を伝送する。各検知器はその光を検知し、得られた情報を処理回路に供給する
。また、パターニングされている検査対象面を検査する際には併せて空間フィルタを使用
するとよい。例えば十字遮光型の空間フィルタを設けそれを検査対象面と共に回転させる
ことによって、マンハッタン形状による回折光を抑圧することができる。また、環状開口
型の空間フィルタを用いることによって、検査対象面上に形成されている規則的パターン
例えばアレイによる散乱反射光を抑圧することができる。そして、検査対象面上に照明ビ
ーム光を合焦させる動作と、検査対象面上の照明スポットから散乱反射光を集める動作と
を、単一の対物系の別々の部分を用いて同時並行的に実行する構成にすることもできる。
【０００５】
　同時多スポット撮像検査システムの特性乃至機能を向上させるには、或いは、入射面に
対し斜めに交わる直線に沿って複数個の照明スポットが並ぶこととなるよう、照明ビーム
光の一次元アレイを検査対象面に対し斜めの方向から入射させる構成を採ってもよい。各
照明スポットからの散乱反射光は、照明スポットの中心を大まかに結んだ直線（照明スポ
ット配列線）に対し直交する方向に沿って集光するか、双方向暗視野検査方式に従って集
光すればよい。こうした構成を採ることによって、性能やスループットを向上させること
ができる。なお、こうした構成を採る機能改良型の同時多スポット撮像検査システムの例
は、例えば特許文献２（発明者：Mehdi Vaez-Iravani et al.、出願日：２００２年４月
１８日、公開日：２００４年３月４日）に記載がある。
【０００６】
　この同時多スポット撮像検査システムでは、各照明ビーム光を検査対象面に対し斜めの
方向から入射し、例えば本願図９に示されているような一群の照明スポットを検査対象面
即ち標本の表面上に形成する。但し、照明スポット配列線が照明用光学系の光軸と直交す
るようにではなく、当該光軸に対して当該照明スポット配列線が４５°の角度をなすよう
に、各照明スポットを形成する。
【０００７】
【特許文献１】米国特許第６２０８４１１号明細書
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【特許文献２】米国特許出願公開第２００４／００４２００１号明細書
【非特許文献１】"Wafer Inspection Technology Challenges for ULSI Technology", S.
 Stokowski and M. Vaez-Iravani, Proceedings of Conference on Characterization an
d Metrology for ULSI Technology, American Institute of Physics, pp. 405-415 (199
8)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、光軸に対し例えば４５°をなす直線上に複数個の照明スポットをうまく
形成するのは、かなり面倒である。例えば照明ビーム光を検査対象面上に合焦させ図９に
示す複数個の照明スポット２０４を形成する際には、照明用光学系の合焦面をその光軸に
対し約４５°傾けねばならないが、そうした傾きを実現するとしたらとりわけ各種構成部
品の製造及び配置が困難且つ高コストになり、大抵の場合はかなり時間もかかる工程にな
る。
【０００９】
　本発明の目的は、上述した従来システムに存する前掲の問題点を解決でき、顕微プロセ
スにて使用でき、また前掲の如き問題点を有するシステムと比べて機能的に優れた光学検
査システムを実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一実施形態に係る表面異常検知装置及び方法においては、まず、その光軸に沿
って斜め方向から異常検知対象面に複数本の照明ビーム光を入射して合焦させることによ
り複数個の細長い照明スポットのアレイをその面上に形成する。次に、この光軸に対しあ
る非微細な角度差を有するリニア軸に沿ってリニアスキャンを実行する。そして、対応す
る受光器によって受光されるようアレイ内の各照明スポットからの散乱反射光を受光器の
アレイ上に結像させる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、別紙図面を参照しつつ、本発明の実施形態について例示説明する。本件技術分野
における習熟者（いわゆる当業者）であれば、この説明を参照することにより、上述のも
のもそれ以外のものも含めて本発明の特徴事項を好適に理解できるであろう。なお、別紙
図面及びそれに基づく説明には要旨限定の意図はない。
【００１２】
　まず、暗視野モードでのパターン検査は高精度で行えば行う程コストがかかる。また、
半導体回路に対しては一層の高精細化とデザインルールの一層の緻密化が求められており
、検査工程の劇的な複雑化、ひいては検査ツールの光学フロントエンド部及び検知用電子
回路の複雑化及び高価格化が生じている。更に、光学検査が必要とされる状況も多様化し
ている。これは、様々な用途に使用でき、コンパクトで設置所要面積が狭く、頑丈で振動
の影響を受けにくく、そして半導体プロセス用の装置と一体化できる光学検査ツールが求
められている、ということである。そして、パターニングの有無及び形態による回折態様
の差異に対応でき、従ってパターニング済面及び未パターニング面の何れも検査できるシ
ステム、例えば半導体ウェハのパターニング済面及び未パターニング面を共に検査できる
システムがあれば、なお望ましい。本発明によれば、従来より高精度の検査を従来より迅
速に実行することができ、またそれに必要なコストを十分受容可能な水準に抑えることが
できる。
【００１３】
　図１に、光学撮像検査システムの一例２０、特にその光学フロントエンド部たる光学ヘ
ッド６０の構成要素を示す。本システム２０では、まず輻射光源例えばレーザ光源２２か
らの出射光が基板２６上の回折素子２６ａ例えばマルチビームスプリッタの作用によって
分割され、複数本の照明ビーム光２４からなる二次元の照明ビームアレイが形成される。
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それらの照明ビーム光２４は、合焦用対物系たる対物レンズ３０、例えばそのＮＡが０．
８以下の一組ダブレットレンズによって、標本例えば半導体ウェハ２８の表面即ち検査対
象面上に互いに同時に合焦される。ウェハ２８は回転ステージ例えば高精度回転ステージ
上に配置されており、その表面上における照明ビーム光合焦箇所即ち照明スポットではそ
の照明ビーム光２４の反射が生じる。生じた反射光のうちの散乱反射光は集光用対物系た
る反射面付対物レンズ３２により集光され、更に結像用対物系たる対物レンズ３８によっ
てその反射スポットに対応する光ファイバの端面上に結像される。即ち、照明ビームアレ
イが二次元アレイであり、従って照明スポットも検査対象面上で二次元に分布しているの
で、検査対象面上における照明スポット分布に対応してＭ×Ｎ行列状に配置した光ファイ
バアレイ３４を受光器として使用し、各照明スポットからの散乱反射光をレンズ３８によ
り対応する光ファイバ上に結像させる。そして、各光ファイバは、検知器アレイ３６を構
成する複数個の検知器のうち対応するものへと、受光した反射光を搬送する。その検知器
例えばＡＰＤ（アバランシェフォトダイオード）は、反射光を検知して増幅器やディジタ
イザに信号を供給する。なお、検知器としては、後述の通りＡＰＤ以外のダイオードやダ
イオード以外の検知器も使用可能である。
【００１４】
　この構成の変形例としては、検査対象面上の各照明スポットから集光した散乱反射光を
検知器アレイ内の各検知器に結像させ、検知器そのものを受光器として光ファイバを省略
した構成があり得る。更に、図１に示した構成では、各照明ビーム光２４が検査対象面に
対しほぼ直交方向から入射しているので、その面上に形成される照明スポットはほぼ円形
になるが、斜め方向から入射してもよく（図中のアレイ２４ａ）その場合は照明スポット
が細長くなる。
【００１５】
　ウェハ２８の検査に当たっては、図２に示すようにそのウェハ２８を僅かに回転させる
ことにより、照明ビームアレイにより形成される照明スポット４２の並びをウェハ２８の
子午線Ｘに対して僅かにずらす。その状態で、検査対象面上における照明スポット位置を
変化させていく。スポット４２は図示の通り検査対象面上で行列をなすよう形成されてい
るので、照明ビームアレイを子午線Ｘと平行な経路４４沿いに直線移動させると、図３に
示すように、スポット４２の行間にある隙間が、列方向に並んでいる一群のスポット４２
によって、まるで塗り潰されるかのように掃引されることとなる。この掃引によって得ら
れる画像はＸＹ座標系４１に準拠した画像となる。図中の太い矢印線４６はその画像にお
けるＹ方向を表している。また、隣り合うスポット４２同士の間隔即ち隣接スポット間隔
は所望サンプル密度に応じて設定する。例えば、ＰＳＦ（点像強度分布）１個あたり３個
×３個又は４個×４個のサンプルが得られるように設定する。即ち、図４に示すように２
個の照明スポット例えば４２ａ及び４２ｂが隣り合っており、それらが辿る経路が４４ａ
及び４４ｂ（同順）である場合、ＰＳＦ１個あたり３個×３個又は４個×４個のサンプル
が得られるようにするには、それらのスポット４２ａ及び４２ｂ間のずれ即ち隣接スポッ
ト間隔ａをスポットサイズの１／３乃至１／４にほぼ等しく設定すればよい。この場合、
スポット４２ａとスポット４２ｂがスポットサイズの２／３乃至３／４に亘り重なり合う
ことになる。従って、図３に示すように検査対象面を一次元的にスキャンするだけで、そ
の面の二次元画像を得ることができる。
【００１６】
　こうした照明ビームアレイを形成するには、本システム２０中の光学部品のうち回折素
子２６ａをマルチビームスプリッタにすればよい。また、その構成は、例えば特許文献１
に記載の装置にて使用されている格子素子、即ち専用回折素子として設計されている素子
と同様の構成でよい。更に、照明スポット４２の総数が増すとそれに比例してシステムの
複雑さや電子回路のコストも増すので、使途に応じた性能が得られるようにチャネル数を
決めそのチャネル数分のスポット４２を形成するようにする。例えば１２８個のチャネル
即ち１２８個のスポット４２が必要なら、サイズ１６×８の二次元照明ビームアレイが形
成されるよう素子２６ａを構成するとよい。奇数個のチャネルが必要なら、スポット４２
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のアレイが例えばサイズ１７×９の二次元アレイとなるよう素子２６ａを構成するとよい
。素子２６ａはこれ以外にも様々な配置乃至構成を採りうる。更に、ウェハ子午線Ｘに対
する照明スポット配列線の角度差は、図２に示したように、スポット４２の列間が照明ス
ポット列で掃引され検査対象面がほぼ完全にカバーされるような角度にする。隣接スポッ
ト間隔ａは例えばＰＳＦ１個あたり４個×４個のサンプルが得られるように定める。この
サンプル密度は、米国カリフォルニア州サンノゼ所在のＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎが提供しているＡＩＴ（商標）システムにおけるサンプル密度よりもやや
高密度であるので、補間処理の打ち切りにより残留する誤差が同程度でよければ、補間カ
ーネルを小さくして処理時間を短縮することができる。また、ウェハスピニングを併用し
てスパイラルスキャンを行えば、直交スキャン時よりもかなり複合的に補間を行うことが
でき、従ってサンプル密度をより高めることができる。
【００１７】
　それらの照明スポット４２個々のＰＳＦがガウス分布であり、その１／ｅ2強度幅が例
えば５μｍであるとすると、ＰＳＦ１個あたり４個×４個のサンプルを取得するのであれ
ば隣接スポット間隔ａは約２０μｍになり、更にサイズ１６×８の二次元アレイになるよ
う１２８個の照明スポット４２を形成するのであれば、それらのスポット４２が辿る全ト
ラックの合計幅即ちスワス幅は約１６０μｍになる。なお、本願中、トラックとはスキャ
ンによりサンプルを取得する際にスポット４２が描く軌跡のことである。また、こうして
スポット４２を形成するには、対物レンズ３０に入射する照明ビーム光の最大ビームファ
ンアウト幅は小さい方がよい。そのため、レンズ３０は一組ダブレットレンズにするとよ
い。勿論、これ以外の種類のレンズも使用できる。
【００１８】
　各照明スポット４２からの散乱反射光を集光する部材即ち暗視野モード用集光器は、本
システム２０では反射面付対物レンズ３２を照明野直上に配置することによって実現され
ている。レンズ３２の本体としてはそのＮＡが例えば０．５のレンズを用いることができ
る（従ってそれ以外のＮＡ値のレンズでもよい）。レンズ３２には二種類の役割を負わせ
ることができる。そのうち一つは各照明スポット４２からの散乱反射光を集光することで
ある。もう一つはそれをアレイ３４内の対応する光ファイバ上に結像させることである。
検査対象面上における隣接スポット間隔ａは、スポット間干渉がなくスポット４２同士が
完全に独立であると見なせるように定める。
【００１９】
　こうした照明スポット４２を形成するのに使用する照明ビーム光は、単一波長成分から
なる光であってもよいし、複数波長成分からなる光であってもよい。また、それらの波長
成分は紫外域、深紫外域、可視域及び赤外域の何れの波長域に属する波長を有するもので
あってもよい。レーザ光源２２としては、その波長域にて動作する光源を使用する。本シ
ステム２０にて、ウェハ２８からの散乱反射光を集光する（或いは更にアレイ３４内の対
応する光ファイバ上に結像させる）のに反射面付の対物レンズ３２、即ち湾曲した反射面
を有するレンズを使用しているのは、そうした広い波長域で好適に機能させうるからであ
る。但し、用途によっては代わりに屈折型対物系を用いることもできる。
【００２０】
　更に、その出射波長が固定のレーザ光源２２を用いてもよいし可変のレーザ光源２２を
用いてもよい。後者の場合、例えば、光源２２からどのような波長の照明ビーム光を供給
するかを複数通りの波長の中から選び、その波長の照明ビーム光２４を光源２２にて発生
させて検査に使用することができる。即ち、照明ビーム光２４の波長を切り替えて検査を
行うことができる。更に、各照明ビーム光の光軸が互いに平行で且つ検査対象面に対して
直交する構成を採る場合（図中の２４の場合）、回折素子２６ａは、それらの照明ビーム
光２４が検査対象面上に合焦するよう対物レンズ３０の後方焦平面上に配置する。
【００２１】
　これら、レーザ光源２２にて複数波長成分を含む照明ビーム光２４を発生させそれを用
いて検査対象面をスキャンする場合や、光源２２から供給する照明ビーム光２４の波長を
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切り替えて検査対象面をスキャンする場合のように、表面検査に複数波長を使用する場合
は、回折素子における回折率の波長による変化を抑える構成を採った方がよい。即ち、異
なる波長を同一回折素子２６ａで回折させると隣接スポット間隔ａが変わるので、複数種
類の回折素子２６ａ，２６ｂを設け、例えばある波長については素子２６ａを用い別の波
長については素子２６ｂを用いるという切替等を行うようにするとよい。これにより、波
長による間隔ａの差異を補い当該間隔ａをほぼ等しく保つことができる。更に、素子２６
ａから素子２６ｂへ或いはその逆への切替は、図１に示していないモータ等の部材を用い
基板２６を方向２７へ又はその逆へと動かすことにより、行うことができる。この素子切
替によって位相変化が生じることがあるけれども、その位相変化はさほど重要ではなく通
常は検知もできないので、切替後の素子２６ａ又は２６ｂの位置を照明ビーム光２４の位
置に精密に揃える必要はない。照明ビーム光２４に含まれる又は照明ビーム光２４として
使用される波長が三通り以上ある場合は、同じ基板２６上に３個以上の回折素子を設けて
もよい。図示しないが、照明スポット４２のサイズ（スポットサイズ）を一定に保つには
、例えばビーム整形用光学系を設け、光源２２から発せられる照明ビーム光２４の幅の変
化をその光学系により補償すればよい。こうすれば、好ましいことに、結像用光学系に改
変を施す必要がない。
【００２２】
　使用波長切替乃至使用波長差に伴う隣接スポット間隔ａ及びスポットサイズの変化を抑
える方法としては、使用する回折素子を切り替えるという上掲の方法以外に、図１に示し
た対物レンズ３０の焦点距離を変化させる方法もある。この場合も、結像用光学系は元の
ままでよい。但し、レンズ３０の焦点距離を変化させるとその後方焦平面の位置も変化す
るので、回折素子（２６ａ又は２６ｂ）の位置をレンズ３０の後方焦平面上に置き続ける
には、レンズ３０の焦点距離を変化させると同時にその回折素子の位置を新たな後方焦平
面上へと修正する必要があろう。また、隣接スポット間隔ａ及びスポットサイズを変化さ
せたければ、ウェハ２８の検査に使用する照明波長を変更するだけでよく、照明用光学系
の構成を変化させる必要はほぼない。但し、各照明スポット４２から集光した散乱反射光
を合焦させ対応する光ファイバ上に結像させる必要上、対物レンズ３８の倍率を変化させ
るといった改変を結像用光学系に施さねばならないであろう。
【００２３】
　ウェハ２８の検査に使用する照明波長を変更せずに隣接スポット間隔ａ及びスポットサ
イズを変化させたい場合は、対物レンズ３０の焦点距離を変化させてもよいし、回折素子
やビーム整形用光学系に改変を施してもよい。本システム２０の基本発想にはそうした変
形手法及び変形物も包含される。
【００２４】
　レーザ光源２２の出射光に複数の波長成分が含まれている場合、図示しないが、その光
源２２に発するビーム経路上の何れかの場所に波長選択性の光学素子、例えばフィルタや
ビームスプリッタを配置し、それを通すことで実質的に一種類の波長成分だけを回折素子
２６ａ又は２６ｂに入射させるようにしてもよい。当該波長選択素子としては、入射光に
含まれる複数の波長成分のうち所望の波長の成分を通過させる素子を使用する。また、こ
の場合における光源２２及び波長選択素子は、複数通りの輻射可能な波長の中から何れか
の波長を選択して供給する１個の輻射光源として機能している。従って、複数通りの輻射
可能な波長の中から何れかの波長を選択して供給する輻射光源であればどのような構成の
輻射光源でも、代わりに使用することができる。
【００２５】
　レーザ光源２２が単色輻射型の輻射光源である場合は、その光源２２を別の輻射光源、
例えばその光源２２による輻射波長とは異なる波長を輻射するレーザ光源等に交換するこ
とによって、照明波長を切り替えることができる。また、単色輻射光源（例えば単色レー
ザ光源）及び多色輻射光源（例えば多色レーザ光源）と例えばダイクロイックフィルタと
を併用し、それらの光源からの輻射のうちの使用する波長成分だけを、後者により抽出す
るようにしてもよい。この他にも種々の手法がある。
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【００２６】
　また、本システム２０の検知感度を高めるには、結像用光学系特にその集光用対物レン
ズ３２のＮＡを高めにし、照明用光学系特にその合焦用対物レンズ３０のＮＡをそれより
低めにすればよい。図１に示したシステム２０では、照明用光学系及び結像用光学系の対
物レンズを互いに別のレンズ３０，３２としつつも、レンズ３２のＮＡをレンズ３０のそ
れより高くすることで、システム構成を割合にコンパクトにしてある。即ち、レンズ３０
のＮＡを低くすることで、照明用光学系及び結像用光学系双方を図示の如くウェハ２８付
近の空間に収めることができ、際立ってコンパクトな光学ヘッド６０が得られる。
【００２７】
　この光学ヘッド６０は、図１中破線枠で囲ってあるように、レーザ光源２２、回折素子
２６ａ及び合焦用対物レンズ３０からなる照明用光学系と、反射面付の集光用対物レンズ
３２を含む結像用対物系と、光ファイバアレイ３４とをまとめたものであり、比較的コン
パクトでその設置所要面積即ちＸＹ平面内外形寸法が小さなヘッドになっている。但し、
図示されている構成に若干の変化を施し、光源２２をヘッド６０外に配置した構成にして
もよい。その場合、光源２２から出射されるレーザ光がヘッド６０内の素子２６ａに入射
するよう、その光源２２を光ファイバリンク等によってヘッド６０に接続すればよい。
【００２８】
　集光用対物レンズ３２は、検査対象面上に形成された各照明スポット４２からの散乱反
射光を集光し、アレイ３４内の光ファイバのうちそのスポット２８に対応するものの端面
上に合焦させる。その光ファイバはその光を検知器アレイ３６へと搬送し、アレイ３６内
の対応する検知器はその光から情報を検知する。アレイ３６は例えばＡＰＤ、フォトダイ
オード等の検知用ダイオード或いは光電子増倍管等の検知器を例えば二次元アレイ配置し
たものである。アレイ３６に代え、単体の検知器例えばＡＰＤ、フォトマルチプライヤ、
フォトダイオード等を複数個用い、各光ファイバによって対応する単体検知器に信号を搬
送する構成を採ってもよい。アレイ３４を形成するか否かはともかく、光ファイバアレイ
３４を使用することによって検知器類を光学ヘッド６０内に実装する必要がなくなり、ヘ
ッド６０から離れた場所にそれらを配置することが可能になるため、ヘッド６０のサイズ
を更に縮小することができる。逆に、ヘッド６０の小型化がさほど重要でない場合は、検
知器又はそのアレイ３６をヘッド６０に内蔵させることで、光ファイバ又はそのアレイ３
４を省略することができる。各スポット４２からの散乱反射光は、レンズ３２によって直
接、対応する検知器上に合焦させればよい。この他にも様々な変形が考えられる。そして
、結像用対物レンズ３８は、各スポット４２からの散乱反射光をレンズ３２を介して受光
し、アレイ３４内の光ファイバのうちそのスポット４２に対応するものに合焦、結像させ
る。
【００２９】
　また、上述の回折素子２６ａは、レーザ光源２２の出射光を回折させ複数本の照明ビー
ム光２４からなる二次元照明ビームアレイを発生させているが、一次元照明ビームアレイ
を発生させ検査対象面上に照明スポットの一次元アレイを形成する構成にしてもよい。例
えば、図２中の最右列４２’に示されている５個の照明スポットが形成されるようにして
もよい。
【００３０】
　図９に、一次元の照明ビームアレイ及び照明照明スポットアレイの別例を示す。最右列
４２’に属する照明スポットの移動経路も図４に示した如く互いに重複する。
【００３１】
・明視野／暗視野モード検知
　非特許文献１に記載の明視野モード検知を実行するには、反射光のうちの鏡面反射光を
検知する必要がある。
【００３２】
　図１に示したシステム２０においては、照明ビーム光２４のアレイが合焦用対物レンズ
３０によってミラー６２上に合焦され、そのミラー６２によってウェハ２８方向に反射さ
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れている。ウェハ２８の表面即ち検査対象面に達した照明ビーム光２４の大半はその面に
よって鏡面反射される。ミラー６２は開口絞り（アパーチャストップ）としても機能する
鏡面であり、検査対象面からの鏡面反射光はミラー６２によって妨げられるので、光ファ
イバアレイ３４には（ほとんど）到達しない。集光用対物レンズ３２に付設された鏡面乃
至反射面によって集光されアレイ３４に到達するのは、専ら、反射光のうちの散乱反射光
である。即ち、その伝搬経路が検査対象面からの鏡面反射方向から外れており暗視野モー
ドでの結像乃至検知に必要な散乱反射光だけが、集光されることとなる。暗視野モードで
の撮像検査は、ウェハ２８による反射光エネルギのうち、照明ビーム光２４の入射方向及
び検査対象面からの鏡面反射方向から外れた経路に沿って伝搬する散乱反射光だけを集光
し、それを検知することで行う。こうした暗視野モード撮像検査システムについては、上
掲の非特許文献１中に、より詳細な説明がある。
【００３３】
　図１には、暗視野検査チャネルのアレイたる光ファイバアレイ３４の他に、それと同様
の光ファイバからなるもう一組の光ファイバアレイ７０即ち明視野検査チャネルのアレイ
や、それに至る反射経路が示されている。即ち、照明ビーム光２４はまず回折素子２６ａ
を通過し、次いでビームスプリッタ６６によって合焦用対物レンズ３０方向に反射され、
次いでミラー６２によってウェハ２８の表面即ち検査対象面の方向に反射される。更に、
検査対象面による鏡面反射光の一部がミラー６２によって反射され、レンズ３０によって
平行化され、そしてビームスプリッタ６６を通ってアレイ７０内の対応する光ファイバに
入り、それを通って図示しない検知器アレイに到達する。即ち、暗視野モード検知時に散
乱反射光を光ファイバアレイ３４上に集光・結像させるのと同様、明視野モード検知時に
も、各照明スポット４２からの鏡面反射光をレンズ３０によりアレイ７０内の対応する光
ファイバ即ち明視野検査チャネル上に結像させ更に対応する検知器へと伝搬させる。また
、これも暗視野モード側と同じく、明視野モード用検知器アレイもアレイ７０によって光
学ヘッド６０に接続できヘッド６０に組み込む必要がないので、そうすることによりヘッ
ド６０をよりコンパクトにすることができる。また、ヘッド６０のサイズ縮小がさほど求
められていない場合は、アレイ７０の代わりに検知器アレイを設け、またレンズ３０から
の出射経路に沿って下流側に図示しない単純な光学系を配置すればよい。即ち、各スポッ
ト４２からの鏡面反射光を、それらレンズ３０及び不図示光学系によって検知器アレイ内
の対応する検知器上に直に結像させるようにすればよい。
【００３４】
　光ファイバアレイ７０によって伝送された光からは、ウェハ２８の表面にある種々の照
明スポット４２における反射率を検知することができ、またその反射率に基づき比較的大
きな欠陥についての情報を得ることができる。明視野検査を適切な分解能で行うには検知
器アレイ３６とは別の検知器アレイを用いて明視野検査を行う方がよい。その際における
アレイ７０のセットアップは、暗視野検査チャネルたる光ファイバアレイ３４のセットア
ップと同様にして行える。また、明視野モードでの鏡面反射光の検知と暗視野モードでの
散乱反射光の検知を同じ電子回路で順繰りに行うようにしてもよいし、暗視野モード検知
用の電子回路と明視野モード検知用の電子回路を別々に設けて同時並行的に動作させても
よい。
【００３５】
・ウェハスキャニング
　ウェハ２８は、真空吸引、縁の把持等の手法により図示しないチャックによって支持さ
れている。そのチャックは、例えばモータ７２によって回転させることができ、またギア
７４によって平行移動させることができる。従って、そのウェハ２８の表面即ち検査対象
面上で照明スポット４２を動かし、スパイラル状の経路乃至スワスを辿らせて、その面全
体を検査することができる。コントローラ７６は、いわゆる当業者にとり既知の形態でモ
ータ７２及びギア７４を制御する。光学ヘッド６０側は動かす必要がなく、モータ７２、
ギア７４及びコントローラ７６によりウェハ２８を動かすことで、照明ビーム光２４のア
レイによりその表面即ち検査対象面全体をスキャン、検査することができる。但し、これ



(12) JP 4886706 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

とは逆に、スパイラル等の形状の経路を辿るようヘッド６０を動かして検査対象面全体を
スキャンすることも可能である。なお、ウェハ２８の表面をスキャンする際、その経路の
うちほぼ直線部分の経路に沿ったウェハ２８等の移動には、ＸＹステージを使用すること
ができる。
【００３６】
　他方、前述の通りＡＰＤ等のフォトダイオードや光電子増倍管といった検知器から構成
されているアレイ３６内の各検知器からの出力信号は、コンピュータ８４内に実装され又
はそのコンピュータ８４に接続された処理回路８２に供給されており、更にそのコンピュ
ータ８４はコントローラ７６と連携している。従って、アレイ３６内の個々の検知器によ
る散乱反射光検知結果と、ウェハ２８の表面上における散乱反射光発生位置とを、コンピ
ュータ８４又は処理回路８２にて対応付けることができる。また、処理回路８２はマイク
ロプロセッサ、ハードウェア論理回路、プログラマブル論理回路（例えばＦＰＧＡによる
もの）、ダイナミックロジック等によって実現することができるが、例えばマイクロプロ
セッサによって実現する場合はそのマイクロプロセッサをコンピュータ８４内にコプロセ
ッサとして組み込み処理回路８２として用いるとよい。処理回路８２は、大まかには、ア
レイ３６から出力される信号やそのアレイ３６に与えられる信号を記憶し処理する。例え
ば検知処理により得られる信号をダイ毎に比較して異常を検知する。或いは、処理回路８
２ではある種の初期信号処理、例えば信号の増幅及びアナログディジタル変換を行うよう
にして、処理回路８２にて得られたディジタル信号をコンピュータ８４に供給し、コンピ
ュータ８４側で更なる処理例えばダイ毎比較による異常検知を行うようにしてもよい。
【００３７】
　更に、図１に示したシステム２０は、大まかには、その光学系（光学ヘッド６０）を固
定しておきウェハ２８例えば半導体ウエハをＲθスピニングさせる仕組みを採っている。
Ｒθスピニングの仕組みは、例えば米国カリフォルニア州サンノゼ所在のＫＬＡ－Ｔｅｎ
ｃｏｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎが提供しているＳＰ１（商標）ツールにおけるそれと同
様であるが、本システム２０の方がやや動作精度が高く、高さ方向振幅（位置変動幅）が
例えば±１５μｍ弱、回転方向の均一性が例えばμｍスケールのスピニング機構にしてあ
る。例えばエアベアリングステージを使用すれば、こうした性能も実現できる。何れにせ
よ、ウェハ２８を回転させつつ複数個の照明スポット４２によってその表面を例えば直線
的にスキャンすること、即ちスパイラルスキャンすることにより、その面全体を短時間で
スキャンし終えることができる。
【００３８】
　但し、そうしたスパイラルスキャン動作を単純に実行すると、照明ビーム光照射位置が
そのウェハ２８例えば半導体ウエハの中心に近づくにつれて各照明スポット４２の動きが
直線からそれ始める。これを避けるには、照明スポット位置がウェハ中心に近づくにつれ
ウェハ２８の回転速度を低下させればよい。大抵の場合、照明ビーム光照射位置を例えば
１画素幅以内の精度で知ることができれば、スパイラルスキャン時における直線からのず
れを補正することができる。
【００３９】
・マンハッタン形状による回折及び繰り返しパターンによる回折を抑圧するためのフィル
タ
　ウェハ２８例えば半導体ウエハの表面をこうして複数本の照明ビーム光２４によりスキ
ャンしていくと、そのうちの何本かの照明ビーム光２４による照明スポット４２が連鎖・
結合してマンハッタン形状になることがある。個々の照明箇所で発生する回折パターンは
何れも二次元正弦波関数で表されるパターンであり（但しその位相はバラバラであり）、
そのためマンハッタン形状による回折パターンはほぼ十字型になる。こうした現象は検査
対象面上のどの箇所でも生じうるものであり、またウェハ２８を回転させるとその回折パ
ターンもまた回転する。従って、検査対象面による散乱反射光をくまなく検知しようとす
ると、そうした十字型回折パターン（の一部）をも拾うこととなってしまう。ダイ毎比較
を継続的に実行する際、こうした大きな背景光が存在していると、かなり大きな誤差が生
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じてしまいかねない。
【００４０】
　直交座標系上でのスキャン（直交スキャン／レクティリニアスキャン）の場合は、当該
スペックルパターンを阻止・抑圧できる空間フィルタを固定配置することにより、そうし
た誤差を解消することができる。また、横軸及び縦軸に対して４５°をなすラインに沿っ
て検知器を並べることも、その種の誤差を抑えるのに役立つ。
【００４１】
　ウェハ２８を回転させる場合、回折パターンも回転するので、マンハッタン形状による
回折パターンを除去乃至抑圧するための十字遮光型の空間フィルタ９０を、図１に示すコ
ンピュータ８４による制御の下にモータ８９によって回転させる。十字遮光型フィルタ９
０は、図５に示すように、ある十字型の領域を除いて入射光が通るように開口しているフ
ィルタであり、図１に示すように、照明野の直上で且つ反射面付対物レンズ３２からの出
射光が辿る経路上に配置されている。例えば、レンズ３２の出射ポートにボールベアリン
グを実装し、それに直にフィルタ９０を実装するボールベアリング利用型実装形態を採れ
ばよい。このフィルタ９０を回転させる動作即ちモータ８９の回転を、コントローラ７６
による制御の下でのウェハ回転駆動と協調させることにより、前掲の如き回折パターンは
ほぼ間断なしにキャンセルすることができる。また、こうした機械回転式のフィルタ９０
に代えて、プログラマブル液晶フィルタを使用することもできる。即ち、ウェハ２８乃至
その検査対象面の回転運動に同期するよう、コンピュータ８４による液晶制御の下にフィ
ルタ開口形状を変化させることによって、フィルタ９０及びその回転を模することができ
る。とりわけ、ウェハ２８の回転速度が比較的低い場合は、こうしたプログラマブル液晶
フィルタを利用するとよい。
【００４２】
　照明ビーム光を垂直方向から入射したときに生じる二次元フーリエ成分（二次元空間周
波数成分）としては、上掲の回折性マンハッタン形状によるものの他、ウェハ２８の表面
上にある周期的構造によるものがある。例えば検査対象面上にＤＲＡＭ（ダイナミックラ
ンダムアクセスメモリ）アレイ等が形成されている場合、その構造の周期性により二次元
フーリエ成分が発生する。検査対象面上の周期的構造による散乱パターンの向きは既知で
あるので、それを阻止する空間フィルタを設計することができ、それを用い周期的構造に
よる散乱反射光を抑えて検査対象面上の異常部分による散乱反射光だけを抽出、検知する
ことが可能である。図６に、同一の構造をＸ方向及びＹ方向に沿って検査対象面上に周期
配列したもの（アレイ）を、垂直入射光で照明したときに発生する二次元フーリエ成分の
例を、模式的に示す。二次元アレイ構造が垂直入射光で照明されその構造におけるＸ方向
配列線とＹ方向配列線の交点に照明スポット４２が形成されている場合、ウェハ２８の回
転に伴いそのスポット４２からの散乱反射光により輪縞９１が形成される。即ち、ウェハ
２８を回転させたら輪縞９１が発生した、という場合、それは周期的構造によるフーリエ
成分がそこで発生しているということである。なお、図の中央にある円は、図１に示した
ミラー６２による開口絞り、即ち集光が妨げられていて暗い部分を表している。
【００４３】
　この図から看取できるように、輪縞９１は隙間なく或いはかなり密に並んでいて、輪縞
９１と輪縞９１の間にはフーリエ成分が存する程の隙間もない。従って、それらの輪縞９
１の集光を阻止するよう任意半径の環状領域を遮光するフィルタを使用することにより、
周期的構造によるフーリエ成分を抑えることができる。例えば、ウェハ２８上に複数個の
メモリセルが規則的な間隔で配置されメモリアレイをかたちづくっており、各セルのサイ
ズがＸ方向もＹ方向も例えば約３．５μｍ以下であり、他方で照明ビーム光２４のアレイ
としてその波長が４８８ｎｍの光のアレイを使用しているものとする。この場合、一次フ
ーリエ成分はウェハ２８の表面即ち検査対象面に直交する方向６４から約８°離れた円上
に発生するので、これを阻止するには、例えば図１中のフィルタ９２を環状開口型の空間
フィルタ９２とし、集めた光のうち検査対象面直交方向６４に対して８°又はそれ以上の
角度を有する狭いチャネル内の光を全て阻止するよう、その開口を設計・設定すればよい
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。ミラー６２の中央にある遮光部の外縁（例えば約５～６°の位置）と、フィルタ９２の
開口部の内縁（約８°の位置）との間には環状開口（例えば約２～３°の幅）があり、こ
の環状開口内に飛来した散乱反射光はフィルタ９２を通過し検知されることになる。また
、こうしたフィルタ９２は、前掲のフィルタ９０等と同様、単純な構成の空間フィルタに
よっても、或いは液晶フィルタ等のプログラマブルフィルタによっても実現できる。後者
であればその開口サイズを変化させることもできる。何れの構成にせよ、ウェハ２８の回
転に伴い発生する輪縞９１に係るフーリエ成分は、フィルタ９２の環状開口を（ほとんど
）通過することができないので、ウェハ２８上のメモリアレイ特にその周期的構造による
散乱反射光が抑圧されることとなる。更に、フィルタ９２の環状開口の幅は、図１中の検
査対象面直交方向６４に対して約５～９°の間で任意に設定でき或いは変化させうる。こ
の角度範囲より内側にフーリエ成分が発生する小セルサイズＤＲＡＭの場合、こうした環
状開口型の空間フィルタ９２は省略できる。そして、図１にはフィルタ９０及び９２双方
を示してあるが、用途によってはそのうち一方だけで足りる場合もある。そのような構成
も、本システム２０の基本思想内に含まれるものとする。
【００４４】
　更に、照明スポット４２のアレイからの散乱反射光を反射面付対物レンズ３２により集
光し、光ファイバアレイ３４上に合焦させる際、それらの散乱反射光は皆、レンズ３２の
焦平面上のある狭い領域内を通っていく。従って、十字遮光型フィルタ９０、環状開口型
フィルタ９２又はその双方をその領域内又はその付近に配置することにより、アレイ内の
全スポット４２からの散乱反射光について、上述した機能及び効果を実現することができ
る。
【００４５】
・検知チャネル及び処理回路
　検知チャネルのうち暗視野検査チャネルについては、チャネル毎にＡＰＤ等の検知器を
設けアレイ３６を形成する。ＡＰＤによる検知限界はほぼショットノイズのみで決まる。
また、明視野検査を重視する場合は、明視野検査チャネル用に別のＡＰＤボードを設ける
か、或いはＰＩＮダイオードアレイを設けるとよい。
【００４６】
　検知器としてＡＰＤを使用する場合、最高６０ＭＨｚまで動作させうる電圧設定兼ＡＤ
Ｃ（アナログディジタルコンバータ）を使用するとよい。その場合データレートを最高で
５～１０ＧＨｚまで高めることができるが、実際にはそれよりやや低いデータレートを使
用した方がよいであろう。また、それらの検知用電子部は光学フロントエンド部例えば光
学ヘッド６０と完全に別体にすることができる。そうすることで、より単純、コンパクト
且つ頑丈な構成となる。また、このヘッド６０は半導体プロセス用装置８８内に容易に組
み込むことができるので、ウェハ２８たる半導体ウェハの表面異常を、その半導体プロセ
ス用装置８８による処理中に、或いはある処理工程から別の処理工程への引渡期間中に、
好適に検知することができる。
【００４７】
　暗視野検査用、明視野検査用或いはそれらに共用の検知器により検知された信号は、処
理回路８２内のＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）に送り記憶させる。このＲＡＭは大き
な記憶容量、例えば８５ＧＢのデータを保持できる記憶容量を有している。ウェハ２８例
えば半導体ウェハの表面をスキャンする際には、その面上に配列されている多数のダイス
についてのデータを収集し、このＲＡＭに記憶させる。直交スキャンの場合、ＲＡＭに記
憶させたデータを縦横に隣り合うダイス順に調べてゆく（即ちダイとダイとを比較してい
く）。そのやり方は、大まかには、例えば米国カリフォルニア州サンノゼ所在のＫＬＡ－
Ｔｅｎｃｏｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによって提供されているＡＩＴ（商標）システム
等の従来システムにおけるそれと同様である。
【００４８】
　直交スキャンではなくスパイラルスキャンを実行する場合も、ダイ毎比較はＲＡＭ上に
ある１２ビットグレースケールデータに基づき行うが、ウェハ２８全体のデータがＲＡＭ
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上に揃うまで待つ必要はない。即ち、現位置についてのダイ毎比較を行うのに十分な量の
データがあればよい。但し、ウェハ２８全体のマップを記憶させうる容量のメモリを設け
うる場合は、そのようにしてもよい。その場合、例えば画素のサイズが１．２５×１．２
５μｍ、ウェハ２８のサイズが３００ｍｍであるとすると、そのウェハ上の総画素数は約
４５ギガ画素となる。各画素を１２ビット値として格納するなら、全画素データの記憶に
７０ＧＢ程の記憶容量が必要になる。更に、相応の処理パワーがないと目的とする画素レ
ートをサポートすることができない。サポートできる画素レートは、例えば約１Ｇ画素／
ｓｅｃ以上の画素レート程度、或いはそれより高速になる。
【００４９】
　スキャンが直交スキャンでない場合、ウェハ２８からスワス１本分の画像データを得た
だけではダイ毎比較を行えないが、ウェハ２８から得られる画素情報を全て蓄え、そのダ
イの画素情報とそれよりほんの少し前に取得してある基準ダイの画素情報とを比較するこ
とによって、両画素情報間の比較即ちダイ毎比較をスキャンと並行して実行することがで
きる。このように処理した場合、スパイラルスキャンの終了からほどなくして全処理が完
了する。
【００５０】
　基準ダイとして用いるのは、これから調べようとしているダイ（ターゲットダイ）より
も僅かに早い時点で画素情報を取得できた別のダイである。そうすることで、スキャンと
並行してダイ毎比較を実行することが可能になる。図７に、ウェハ２８例えば半導体ウエ
ハ上のある環状領域９４から得られるデータを模式的に示す。照明スポット４２のアレイ
によるウェハ２８のスパイラルスキャンはそのウェハ２８の縁（付近）から始めてもよい
し中心（付近）から始めてもよいが、例えば縁（付近）を始点とし中心（付近）を終点と
するスパイラル状の経路に沿ってスキャンを行う場合は、この環状領域９４の外縁（付近
）にあるダイを以て基準ダイ９６にするとよい。ターゲットダイ９８についてのデータが
得られたら、そのデータよりも先に得られている基準ダイ９６についてのデータと比較す
ることによって、異常検知を実行する。また、基準ダイ（基準ダイス）９６よりも以前に
得られている別のダイ（ダイス）についてのデータを用い、ダイ毎比較を行うようにして
もよい。
【００５１】
　図８に、光学撮像検査システムの他の例１００を模式的に示す。本システム１００では
、照明用光学系の合焦用対物系と結像用光学系の集光用対物系とを分けるのではなく、そ
の一部分を照明にまた他の一部分を集光にそれぞれ用いることで、単一の対物レンズ１０
２により照明及び集光双方を実行するようにしている。即ち、本システム１００では、ま
ず、レーザ光源２２から発せられるビーム光例えばレーザビームを図示の通り鏡面乃至ビ
ームスプリッタ６６により反射させ、次いでそれを回折素子２６ａによって回折させて照
明ビーム光２４のアレイを形成し、更にそれらの照明ビーム光２４をビームスプリッタ１
０４の中央にある反射部１０４ａによって共用対物レンズ１０２方向に反射させ、そして
そのレンズ１０２の開口の中央部１０２ａを通してウェハ２８の表面に合焦させる。本シ
ステム１００では、次いで、照明スポット４２からの反射光をレンズ１０２により集光し
てビームスプリッタ１０４方向に送り、集光した反射光のうち、開口絞りとして機能する
中央反射部１０４ａによって阻止される鏡面反射光以外の光、即ちレンズ１０２の開口の
周縁部１０２ｂによって集光される散乱反射光のみを、ビームスプリッタ１０４を介して
結像用対物レンズ３８に入射させ、そのレンズ３８により光ファイバアレイ３４上に合焦
させる。散乱反射光を集光するのに使用する部分即ち周縁部１０２ｂは、照明に使用する
部分即ち中央部１０２ａより広めにする。これは、検知感度を高めるためである。
【００５２】
　なお、図示を簡略化するため、図１に示されていた部材のうちウェハ２８を駆動するた
めの部材、明視野検査チャネル、処理回路、コンピュータ等といった部材はこの図に示し
ていない。そうした省略されている部材を含めても、単一の対物系（対物レンズ１０２等
）を照明及び集光に併用している分は、本システム１００の方が図１のシステム２０より
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もコンパクトになる。また、この図では対物系として共用対物レンズ１０２即ち屈折型対
物系を使用しているが、これに代え反射型対物系を用いることもできる。反射型を使用し
た構成には、比較的容易に稼働させることができまたその使用可能波長域が広いという利
点がある。更に、図示した構成では、レンズ１０２の中央部１０２ａを用いて照明ビーム
光２４を合焦させ周縁部１０２ｂを用いて散乱反射光を集光しているが、レンズ１０２の
片側例えば左半部を用いて照明ビーム光１２０を送り、他側例えば右半部を用いて散乱反
射光１２２を集光する構成を採ってもよい。その場合を含め、ウェハ２８の表面に対する
照明ビーム光の方向が斜め方向になる構成を採る場合は、各照明スポット４２の長径が約
５μｍ以上になるようにするとよい。
【００５３】
　即ち、図１に示した構成と同じく本システム１００でも、照明ビーム光２４がウェハ２
８の表面（検査対象面）に対しほぼ垂直な方向から入射しているが、用途によっては、図
１中に破線で示した経路２４ａに沿って、検査対象面に対し斜め方向から入射させた方が
よい場合がある。その場合、各照明スポット４２の長径が約５μｍ以上になるようにする
とよい。特に、ウェハ２８の未パターニング面等を検査する場合には、このように斜め方
向からの照明で検査を行うのが望ましい。
【００５４】
　図９にその一部を示すように、ウェハ２８の表面に対して斜めの方向２０２から一列の
照明ビーム光（図示せず）を入射した場合、照明方向が斜め方向２０２であるため各照明
ビーム光により面上に形成される照明スポットが細長い照明スポット２０４になり、また
それらの照明ビーム光が単列アレイをなしているためそれらの照明スポット２０４もやは
り単列アレイをなすこととなる。また、この図では省略されているが、これらのスポット
２０４を生成するのに使用されているビームスプリッタは、一例として、照明ビーム光入
射面に対して約４５°傾けて配置されている。そのため、形成されるスポット２０４の中
心を大まかに結んだ直線（照明スポット配列線）２０４ａも、入射面に対して約４５°傾
いた直線になる。即ち、方向２０２がこの座標系を規定する座標軸であるとすると、照明
スポット配列線２０４ａはその座標軸に対し＋約４５°の角度をなす直線となる。なお、
入射面とは、ウェハ２８の表面に対する法線２０３の方向即ち紙面鉛直方向と、これと交
差する照明方向２０２とを、含む平面のことをいう。
【００５５】
　また、検査対象面の上方には集光用対物系２１０及び２１２が設けられている。そのう
ち対物系２１２は照明スポット配列線の前方にあり、対物系２１０は後方にある。更に、
対物系２１２に対応して光ファイバアレイ３４’又は検知器アレイ３６’が、また対物系
２１０に対応して光ファイバアレイ３４”又は検知器アレイ３６”が、それぞれ設けられ
ている。対物系２１０及び２１２は各照明スポット２０４からの散乱反射光を線２０４ａ
にほぼ直交する方向に沿って集光し、そのスポット２０４に対応する光ファイバチャネル
又は検知器上に結像させる。即ち、対物系２１２による結像先は前方のアレイ３４’又は
３６’内の光ファイバチャネル又は検知器のうちそのスポット２０４に対応するものであ
り、対物系２１２による結像先は後方のアレイ３４”又は３６”内の光ファイバチャネル
又は検知器のうちそのスポット２０４に対応するものである。対物系２１０及び２１２は
、図示されているように、単列アレイを形成している複数個の細長いスポット２０４ほぼ
全てがその焦平面内に収まるように配置するとよい。このような構成であれば、対物系２
１２によって前方への散乱反射光を集光しまた対物系２１０によって後方への散乱反射光
を集光することができる。なお、この図では対物系２１０及び２１２としてレンズを想定
しているが、代わりに反射型対物系を用いてもよい。
【００５６】
　複数個の細長い照明スポット２０４からなる単列アレイを生成するのに使用するビーム
スプリッタは、入射面に対して－４５°傾けて配置してもよい。その場合、図９に示した
スポット配列方向と異なり、検査対象面上に形成されるスポット２０４の単列アレイは方
向２０２に対して－４５°の方向に沿ったアレイとなり、各スポット２０４の中心同士を



(17) JP 4886706 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

大まかに結んだ直線である照明スポット配列線２０４ｂも入射面に対して－約４５°の角
度をなす線になる。
【００５７】
　また、照明スポット２０４の単列アレイを形成するのに使用するビームスプリッタが入
射面に対して４５°傾いている構成と－４５°傾いている構成とでは当該ビームスプリッ
タの傾きが９０°違う。そこで、後者の構成を採る場合は集光用対物系２１０及び２１２
の向きを前者の構成に対して９０°回転させ、その中心が直線２０４ｂ上に並んでおり単
列アレイを形成している複数個のスポット２０４を、それらの対物系２１０及び２１２の
焦平面内に捉えるようにする。その構成でも、やはり、直線２０４ｂに対しほぼ直交する
方向への散乱反射光を対物系２１０及び２１２によって集光することができる。
【００５８】
　更に、以上述べた構成即ち照明スポット配列線２０４ａ又は２０４ｂに直交する方向へ
の散乱反射光を集光し結像させる構成に代え、双方向暗視野検査方式を採ってもよい。こ
の方式では、図中に破線で示した位置に合計２個の集光用対物系２１０’及び２１２’を
配置し、またそれらに対応して一群の光ファイバチャネルや検知器を配置する（簡略化の
ため図示を省略）。対物系２１０’は、検査対象面への照明ビーム光入射方向（方位基準
方向）に対し＋約９０°の方向にある光ファイバチャネルや検知器（簡略化のため図示を
省略）上へと散乱反射光を集光・結像させ、対物系２１２’は同－約９０°の方向にある
それの上へと集光・結像させる。こうした方式の装置構成では、直線２０４ａ又は２０４
ｂに沿って並んでいる各スポット２０４と、対物系２１０’及び２１２’との間の距離が
、スポット２０４毎に異なる距離になる。従って、スポット２０４のうち何個かについて
は散乱反射光合焦可能範囲外又はそれに近い状態になる。双方向暗視野検査方式にはこう
した合焦上の問題があるが、そうした問題が取り立てて支障にならない用途、例えばパタ
ーニングが施されていない面の検査には、こうした方式は有用である。なお、用途によっ
ては、２個の対物系２１０及び２１２（又は対物系２１０’及び２１２’）のうち１個が
あれば足りることもある。そうした場合は２個のうち１個を省略することもできる。
【００５９】
　図１０に、単方向暗視野検査方式を用いてウェハ２８の表面を検査し異常を調べるシス
テムを示す。この方式においては、検査対象面の直上、照明ビーム光の入射方向２０２に
よって決まる入射面内に、集光用対物系２１０”及び検知器アレイ３６（或いは図示しな
い一群の単体検知器）を配置する。この対物系２１０”は、検査対象面からの散乱反射光
を対応する（アレイ３６内の）検知器上又はそれに結合している（アレイ内の）光ファイ
バ上に結像させる。集光・結像される散乱反射光には、検査対象面に対してほぼ垂直な方
向からの光が含まれる。また、対物系２１０”のＮＡを高めると感度が高まるのでＮＡは
高い方がよい。
【００６０】
　更に、照明ビーム光として偏光を用いることもできる。例えば検査対象面上に酸化シリ
コン等の誘電体が配されている場合、円偏光の照明ビーム光によって照明を行うのが望ま
しい。また、検査対象面上にある細かな欠陥を検知するには、そうした欠陥により顕著に
散乱反射されるＰ偏光で照明し、散乱反射光のうちＰ偏光成分のみを集光するようにする
とよい。そして、検査対象面の凹凸・起伏による散乱反射の影響を抑えるには、照明ビー
ム光としてＳ偏光を用い、散乱反射光のうちＳ偏光成分のみを集光するようにするとよい
。何れにせよ、照明ビーム光として偏光を用いる際には偏光器を使用する。即ち、無偏光
等から照明用の偏光を生成するには照明ビーム光の伝搬経路上に相応の偏光器を配置すれ
ばよく、また検査対象面例えばウェハ表面による散乱反射光からその面上における異常の
存否や種類を示す偏光成分を検知するにはその偏光成分を通す偏光器２２０及び２２２を
その散乱反射光の集光経路上に図示の如く配置すればよい。偏光器２２０は対物系２１０
と光ファイバアレイ３４”又は検知器アレイ３６”との間に配置されており、偏光器２２
２は対物系２１２と光ファイバアレイ３４’又は検知器アレイ３６’との間に配置されて
いる。双方向暗視野検査方式を採る場合は、対物系２１０’による集光経路上及び対物系
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２１２’による集光経路上にそれぞれ相応の偏光器を配置するとよい。なお、図面では対
物系２１０、２１０’、２１２及び２１２’として反射型対物系例えばレンズを想定して
るが、これに代えて反射型対物系を集光に用いることもできる。その方が、使用可能波長
域は広くなる。
【００６１】
　単方向暗視野検査方式を採る場合も、集光用対物系２１０”と検知器アレイ３６（或い
は図示しない一群の単体検知器）又はそれと結合している光ファイバアレイとの間に、偏
光器を配置することができる。配置や利用の仕方は同様である。また、この場合、検査対
象面法線に対して放射方向（径方向）の偏光だけ、或いは接線方向の偏光だけを通すよう
に、その偏光器を構成しておく。そのようにすることで、偏光器２２０及び２２２を例と
して説明した上述の欠陥検知と同様の又は類似した効果を得ることができる。
【００６２】
・撮像検査手法の改良
　図９に示したスポット配置では、形成される全ての照明スポット２０４がウェハ２８の
表面上でほぼ同じサイズに合焦している。これを実現するには、照明用対物系の焦平面を
その対物系の光軸に対して約４５°傾けねばならず、製造、実施及び位置決めがかなり難
題になる。
【００６３】
　図１１に本発明の一実施形態に係るシステムを示す。本システムでは、標本１１００例
えばウェハの表面の上方に、その光軸１１０１がステージ軸１１０２に対してある角度差
１１０３をなすよう、照明用対物系１１０５を配置してある。本願では、ステージ軸１１
０２のことをリニア軸、リニアステージ軸、リニアスキャン軸等とも呼ぶ。ここに、先に
図９に示した構成では照明用対物系の光軸がステージ軸とほぼ平行であり、そのエネルギ
が卵形又は（楕）円形にガウス分布して細長い照明スポット２０４が形成され、またそれ
らが複数個一直線上に連なって単列アレイを形成していた。スポット２０４間には重なり
合いがなくむしろ隙間が空いているので、図９に示した構成のようにステージ軸と平行な
光軸に沿ってスキャンを進行させると検査されない領域が発生する。個々のスポット１１
０４の形状が細長く卵形又は（楕）円形である点では図１１の構成も同様であるが、その
照明用対物系１１０５の光軸１１０１がステージ軸１１０２と平行でなく、両者の間に例
えば数度程度の角度差１１０３がある。この角度差１１０３は、形成するスポット１１０
４のサイズ、隣り合うスポット１１０４同士の間隔、並びに取得するデータに対して望ま
れるサンプル間隔に応じて定まる角度であり、通常は１°以上はある。こうした角度差１
１０３があるため、単列アレイを形成する複数個の細長いスポット１１０４が辿る軌跡同
士を合成することで、スポット２０４間のような“スキャン仕残し部分”なしで、しかも
スポット間に重なりを持たせることなしに、検査対象面を漏れなく検査することができる
。また、この構成でも、各スポット１１０４を焦平面内に捉えることができる。焦平面は
光軸１１０１に対してほぼ垂直である。そして、図中の円弧矢印線１１０６は、スパイラ
ルスキャン実施時における標本１１００例えばウェハの回転方向を示している。即ち、標
本１１００を円弧矢印線１１０６方向に回転させつつスポット１１０４の単列アレイでそ
の表面上を照明することにより（或いは逆にスポット１１０４側を回すことにより）、標
本１１００の表面をスパイラル状にスキャンすることができる。
【００６４】
　このような角度差１１０３付の構成にて性能的に照明用対物系１１０５として使用しう
る対物系としては、例えば本願出願時点で入手可能な典型的な構成のテレセントリック対
物系がある。本願記載の非テレセントリックダブレット対物系でも対物系１１０５を実現
できるであろう。散乱反射光の集光に使用できる対物系は図１０に示した構成にほぼ限ら
れるが、図１０に示した対物系はウェハ法線を軸として回転対称な対物系であるので、例
えば図９に示した位置関係の集光用対物系に比べ集光立体角をかなり大きくすることがで
き、総じて感度を高めることができる。更に、照明ビーム光を斜めに入射することで作業
距離が制約されるためＮＡが幾分制約されるとはいえ、図９に示した対物系よりは良好な
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性能が得られる。また、図１０に示した対物系は図１１中の照明用対物系１１０５として
も使用できる。
【００６５】
　図１０に示した対物系を照明用対物系１１０５として用いた場合、集光用光学系内にフ
ーリエ結像面が形成される。フーリエ結像面上又はその近傍にフーリエフィルタリング用
の空間フィルタを配置することで、双方向暗視野検査方式に類似した効果を得ることがで
き、そうした構成は例えば粗な金属膜の検査に使用できる。更に、集光用光学系内に偏光
器を組み込むことで、図９及び図１０に関して説明したが如き感度向上効果を得ることが
できる。
【００６６】
　また、こうした構成は、円環状乃至スパイラル状の経路に沿ったスキャンによる検査の
他、古典的なマンハッタン形状検査にも使用できる。例えばスパイラルスキャンによる検
査を実施するには、光軸１１０１とリニアステージ軸１１０２との間の角度差１１０３を
、取得データにおけるサンプル間隔が所定間隔に保たれるよう、回転速度、リニアステー
ジ速度、スポットサイズ及び隣接スポット間隔に応じ調整すればよい。リニアスキャンを
実施するには、光軸１１０１とリニアステージ軸１１０２との間の角度差１１０３を、取
得データにおけるサンプル間隔が所定間隔に保たれるようスポットサイズ及び隣接スポッ
ト間隔に応じ調整すればよい。照明用対物系１１０５の視野サイズが十分広く、例えばそ
の分解限界が回折による限界未満である場合には、光軸１１０１とリニアステージ軸１１
０２との間の角度差１１０３を比較的小さくすることができる。こうした構成は比較的狭
いスペース内に設置することができ、また検査及びデータ収集動作を重複的に実行する余
地ももたらしうる。また、略ガウス分布性の各照明スポット（群）の長軸乃至短軸がスパ
イラル上の軌跡に対して傾いていることの影響は、後処理によって解消することができる
。
【００６７】
　そして、本発明を使用できる環境は数多くある。例えば、半導体ウエハの検査やリソグ
ラフィ、生物学的な検査、医学的な研究その他である。
【００６８】
　以上、本発明について特定の実施形態を参照して説明を行った。ご理解頂けるように、
説明に使用した実施形態に対しては、別紙特許請求の範囲によって定義される本発明の技
術的範囲内で、又はその均等範囲内で、様々な変形や改善を施すことができる。例えば、
上掲の各実施形態はウェハ上の異常の検知を主用途とする実施形態であったが、本発明は
、平面パネル型ディスプレイ、磁気ヘッド、光学ヘッド、ディスク等を含め、様々な種類
の面上にある様々な異常の検知に使用できる。更に、以上の説明中で参照した文献による
開示内容は、その参照を以て全て、本願に繰り入れることとする。従って、本発明は上述
の特定の実施形態に限定して解釈されるべきものではなく、むしろ更なる改変が可能な発
明として認識されるべきである。本願出願人の意図は、概ね本発明の原理に基づくもので
ある限り、また本願に記載の構成、使用形態、利用分野等との相違が本件技術分野におけ
る常識乃至実務の範囲内にある限り、そうした相違を有する構成を漏れなく包含させる、
という点にある。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】暗視野モード及び明視野モードでの検査を同時に複数個の照明スポットを形成し
て実行する光学撮像検査システムの一例構成を示す模式図である。
【図２】図１に示したシステムにおける検査対象面上での照明スポット二次元配置を示す
模式図である。
【図３】図１に示したシステムにおける検査対象面スキャン経路、即ち図２に示した複数
個の照明スポットがスキャン時に検査対象面上で辿る経路を示す模式図である。
【図４】図１に示したシステムにおける検査対象面スキャン経路、特にある照明スポット
によるスキャン経路とその隣の照明スポットによるスキャン経路との関係を示す模式図で
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ある。
【図５】図１に示したシステムにて集光経路上に配置しうる十字遮光型空間フィルタの例
を示す模式図である。
【図６】図１に示したシステムにて集光経路上に配置しうる環状開口型空間フィルタの例
を示す模式図である。
【図７】図１に示したシステムにおける検査対象面上の環状照明領域及びそのうちの２個
のダイスを示す模式図である。
【図８】光学撮像検査システムの他の例を示す模式図である。
【図９】光学撮像検査システムの更に他の例の動作を示す上方からの模式図である。
【図１０】単方向暗視野検査方式を使用する光学撮像検査システムの例を示す側方からの
模式図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る光学撮像検査システム、特に光軸方向ステージ軸方
向間にある非微細角度差、並びに照明スポットの並び方を示す図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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